
・路肩から２ｍ範囲

・中分Grから２ｍ範囲内

・トリマー式またはカルマー系草刈機使用

現場監視者の配置

ネットW＝2.5ｍ　　Ｈ＝1.7ｍ

草刈作業時の使用機械選定フロー

下場・側道からの草刈 本線からの草刈

側道なし 側道あり 路肩規制・車線規制

　離隔15ｍ以上 ・IC等の緑地帯 　離隔15ｍ以上

・構造物、車両等 ・側道がなく、用地境界から15ｍ以内 ・TN前後の緑地帯 ・側道から ・側道から15ｍ範囲内の草刈 ・SAPA内

（周囲15ｍ内に ・刈手から15ｍ範囲 ・刈手から15ｍ範囲

　第三者被害となる 　内に構造物、車両 　内に構造物、車両 ・路肩やGrから ・刈手から15ｍ範囲内に ・刈手から15ｍ範囲内に

　ものがない場合） 　等の第三者被害と 　等がある場合 　離隔2ｍ～15ｍ 　民家等の構造物がない場合 　民家等の構造物がある場合

　なるものがない場合 　の範囲

交通量が多い場合

・トリマー式または

チップソー使用可能 飛散防止ネットを 飛散防止ネットを 飛散防止ネットを チップソー使用可能 監視者の合図で 飛散防止ネットを使用する場合は 　カルマー系草刈機

交通量が少ない場合

しない場合はトリマー式または

チップソー使用可能 　使用

チップソー使用可能 場合はトリマー式 チップソー使用可能 する場合は 飛散防止ネットを使用できない、

使用する場合は 使用できない、しない 使用する場合は 作業一時停止

またはカルマー系 チップソー使用可能

現場監視者の配置

現場監視者の配置 現場監視者の配置

草刈機使用 （しない場合は右記） カルマー系草刈機使用

※離隔 約15ｍの根拠

多治見事業所において過去にチップソーにて飛石の検

証実験を実施（別紙）

11ｍまで飛石の飛散が確認された経緯があり

約15ｍの離隔を設定。


